
                     

           ＩＴ技術者養成講座運営業務委託仕様書 

 

１ 件名 

   ＩＴ技術者養成講座運営業務委託 

 

２ 目的 

   労働意欲のある求職中の若者に対し、ＩＴ技術を習得する講座を実施し、同時に人材を求

める市内のＩＴ企業等への就労を支援する。 

 

３ 法令等の遵守 

地方自治法、地方自治法施行令、松戸市財務規則及び労働に関する法律等を遵守しなけれ

ばならない。 

 

４ 秘密の保持等 

業務履行にあたり、知り得た秘密を他に漏らし、自己のほかの業務に利用することはでき

ない。また、本委託業務終了後についても同様とする。 

 

５ 個人情報 

個人情報を取り扱う場合には、松戸市個人情報の保護に関する条例（昭和６３年松戸市条

例第１０号）及び松戸市個人情報の保護に関する条例施行規則（平成元年松戸市規則第１７

号）その他関係法令等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失およびき損の防止

その他個人情報の保護に努めること。 

 

６ 受講対象及び受講人数 

(1) 受講対象  

市内のＩＴ企業等への就労を希望する松戸市在住・在勤・在学の 18 歳以上概ね 39 歳ま

での若者を対象とする。（ただし、18歳以上 20歳未満の受講者については、保護者の同意

を必要とする。） 

なお、受講者のパソコンスキルについては、下記作業ができる者とする。 

（ア）簡単なマウス操作ができること。 

（イ）キーボードタッチが遅くてもできること。 

（ウ）簡単なファイル操作ができること。 

 (2) 受講人数 

    ２０名以内とする。 

 (3) 講座テキスト 

    講座のテキスト代金が必要となる場合は、その代金については受講者の全額負担とし、 

   代金の徴収は受託者が行うこと。 



                     

７ 委託内容 

 (1) 説明会開催 

    講座を開催するにあたり、事前に参加希望者に対して、講座内容及び注意事項の説明・

質疑応答を行なう説明会を２回開催すること。 

 (2) 講座目標 

    Javaプログラミングの基礎を固め、システム開発を行ううえで必要な手法を学び、業務

を遂行できるようになること。 

(3) 講座内容 

    市が認めた受講者に対し、受託者が松戸市内で開設するＩＴ技術者養成講座を実施する 

こと。また、詳細な内容は、下記講座内容案を参考に、上記講座目標を達成できる内容で 

実施すること。 

 【講座内容案】 

環境構築、ＩＴ基礎、Ｊａｖａ（環境構築、プログラミングの作成と実行、Ｅｃｌｉｐ

ｓｅの利用、文字と数値、変数、キーボードからの入力、型、式と演算子、式と演算子

の優先順位、型変換、関係演算子と条件、複数の条件判断、論理演算子、繰り返し、文

のネスト、処理の流れの変更、配列、配列変数、値渡しと参照渡し、多次元配列、クラ

ス、オブジェクト、メソッドとフィールド、人数と戻り値、カプセル化、オーバーロー

ド、コンストラクタ、クラス変数とクラスメソッド、クラスライブラリ、継承、オーバ

ーライド、多態性、パッケージ、インポート、例外処理、入出力、コンソールアプリケ

ーション開発演習）など 

(ア)受講者 

市は当該講座の受講者募集と受講者決定を行い、受託者に対してＩＴ技術者養成講座

の受講斡旋を行う。 

   (イ)講座の開講 

受託者は、市から斡旋を受けた受講者に対し、ＩＴ技術者養成講座を提供し、ＩＴ技

術の習得に向けた講座等を行うこと。 

   （ウ）開催場所 

     講座の開催場所は松戸市勤労会館とし、受託者の費用負担は発生しないものとする。 

   (エ)講座の日程及び回数 

     平成 28年 10月 26日から平成 29年 2月 1日の間の毎週水曜日（11月 23日、12月 28 

日、1月 6日を除く）合計 12回講座を開催すること。 

     時間は 10 時 00 分～16時 00分（昼休憩１時間）とする。 

   (オ)ＰＣレンタル 

     受託者は、講座開催にともない、必要となるパソコンを受講者分レンタルすること。 

     なお、講座開講にあたり、通信回線などの設置が必要な場合については、受託者の負 

担で設置し、講座終了後、撤去するものとする。 

    



                     

（カ）その他 

      その他、受講にあたって必要となる物品などは、受託者の負担で手配すること。 

(4) 報告書の作成  

講座終了後、講座の内容や受講者の状況等を記載した報告書を提出すること。 

 

８ 履行場所 

松戸市指定の場所 

 

９ 委託期間 

契約締結日から平成 29年 3月 31日まで 

 

10 支払い 

委託業務完了時に、市が指定する報告書等を提出し、業務完了検査合格後、支払う。 

 

11 その他 

本仕様書に掲載されていない事項が発生した場合、あるいは、本仕様の記載事項に疑義が

生じた場合は、市と協議の上決定すること。 

 


